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１．本ホームページでできること 

 

競争入札参加資格申請メニューで利用できる機能を説明します。 

 

１．１．競争入札参加資格申請メニューの機能 

①ユーザ登録 

 本システムで利用いただくユーザの登録をすることができます。 

②ログイン 

 ユーザ登録後、送付された仮パスワードをもってログインし、新規申請・修正・変更及び登録内容の

確認をすることができます。 

 

 

  

① ② 
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２．システムへのログイン 

 

競争入札参加資格申請受付システムへのユーザ登録方法及びログイン方法を説明します。 

 

２．１．ユーザ登録 

 

本システムを初めてご利用になる場合は、ユーザ登録が必要となります。既にほかの種別(建設工事、

建設コンサル)でユーザ登録をしている場合でも、物品・役務で初めて申請される方は、別途ユーザ登録

が必要となります。 

① 入札参加資格申請メニューの「ユーザ登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  
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②業者種別は「物品・役務」を選択します。 

③「商号または名称、ユーザ ID、申請担当者メールアドレス」を入力し「登録」ボタンをクリックしま

す。 

④確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

業者種別 物品・役務を選択 

商号または名称 

登記上の商号または名称を入力 

※登記簿通りに、㈱朝倉市役所→株式会社朝倉市役所、㈲ASAKURA→有限会

社 ASAKURA、間を空けずに入力 

（一財）△△→一般財団法人△△など省略せず、一字空けずに入力 

ユーザ ID 

申請者の任意のユーザ ID を半角英数字２０文字以内で入力 

ユーザ ID は、申請者が記憶しやすく第三者が推測しにくい文字列で入力 

※ユーザ IDは一度登録すると変更できません。忘れないように管理をお願いします。 

担当者 

メールアドレス 

申請担当者が、受信可能なメールアドレスを入力 

行政書士による代理申請の場合は、行政書士のメールアドレスを入力 

※こちらのアドレス宛に「初期パスワード」「受付番号」のメールが届きます。 

 

登録完了のメッセージが表示されます。 

入力したメールアドレス宛に「初期パスワード通知」のメールが送付されます。 

⑤「戻る」ボタンをクリックします。 

  

 

②  

③  

⑤  

ログインに必要な以下の内容
がメールで通知されます。 
・受付番号 
・仮パスワード 

④  
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２．２．ログイン 

①入札参加資格申請メニューの「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

 

②「受付番号、ユーザ ID、パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

受付番号 

申請担当者メールアドレスに届いたメールに記載の「受付番号」を入力してくださ

い。半角数字８ケタ 

※受付番号は、今後この受付システムにログインする際、必ず必要な番号です。忘れない

ように管理をお願いします。 

ユーザ ID 「ユーザ登録」で入力したユーザ ID を入力してください。 

パスワード 

申請担当者メールアドレスに届いたメールに記載の「初期パスワード」を入力して

ください。 

※２回目以降は設定したパスワードを入力してください。 

②  

①  

「初期パスワード通知」のメールに記載された内容を入力します。 

入力内容に誤りがある場合にはエラーメッセージを表示します。 



 

6 

 

※「パスワード」の右側にある「目」のマークのボタンをクリックしますと、入力したパスワードの

表示/非表示を切り替えることができます。 

 

 

 

仮パスワードでログインした場合、パスワード更新画面が表示されます。 

③画面に表示されているパスワードポリシーに従って、「新パスワード、新パスワード（確認）」を入力

し、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

新パスワード 

申請者の任意のパスワードを入力してください。 

パスワードは、申請者が記憶しやすく第三者が推測しにくい文字列にて入力してく

ださい。 

・英大文字・英小文字・数字・記号の入力が必ず必要です。 

・一度設定した同じパスワードは使用できません。 

・同じ文字を３回以上継続して入力できません。 

・入力文字数は、８文字以上 100 文字以内です。 

・記号には「!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[＼]^_`{|}~」が使用可能です。 

新パスワード(確認) 入力した新パスワードを繰り返します。 

 

  

入力した文字列が表示され、内容を確認できます。 

初回ログイン時のみ実施 

③  

設定したパスワードについては、 

自己管理をお願いします。 

パスワードを忘れた際は、 

「２．４．ユーザ ID、パスワードを忘れた

場合」をご参照ください。 
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登録完了のメッセージが表示されます。 

④「戻る」ボタンをクリックします。 

 

 

 

※「パスワード」の右側にある「目」のマークのボタンをクリックしますと、入力したパスワードの

表示/非表示を切り替えることができます。 

 

 

  

④  

入力した文字列が表示され、内容を確認できます。 
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申請受付システムメインページが表示されます。 

⑤ログアウトする場合は「ログアウト」ボタンをクリックします。 

 

  

⑤  

・追加申請する場合 

新規申請 新規で定期申請又は追加申請を行う場合に使用します。 

 

・申請書提出後、申請内容を修正する場合 

申請書修正 登録した申請内容を修正する場合に使用します。 

 

 ・申請書提出後、申請内容を確認する場合 

申請内容確認 登録した申請内容を確認する場合に使用します。 

 

 ・今回申請し、入札参加資格を認定されている場合 

変更申請 申請受理後に申請内容が変更になった場合に使用します。 

 希望業種・役員の変更等の更新が必要です。 

 

・今回は利用できません。 

継続申請 新規申請の事業者は利用できません。 

 

パスワード更新 ログイン時のパスワードを変更する場合に使用します。 
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２．３．パスワード更新 

①「パスワード更新」ボタンをクリックします。 

 

 

 

②画面に表示されているパスワードポリシーに従って、「新パスワード、新パスワード（確認）」を入力

し、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

登録完了のメッセージが表示されます。 

③「戻る」ボタンをクリックして、申請受付システムメインページに戻ります。 

  

①  

②  

③  
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２．４．ユーザ ID、パスワードを忘れた場合 

①ログイン画面の「ユーザ ID、パスワードを忘れた場合はこちら」ボタンをクリックします。 

 

 

 

ユーザＩＤ確認/パスワード再設定要求画面が表示されます。 

②「内容」を選択し、「Ａ:受付番号」と「Ｂ:担当者メールアドレス」を入力します。 

 ＡとＢは、前回登録内容と完全一致していないと登録できません。 

 Ａは最初にユーザ登録した際に発行された「０００～」から始まる８ケタの数字です。 

 Ｂは申請の最後の受理メールが届いたメールアドレスです。 

③「登録」ボタンをクリックします。 

 

AまたはBが不明な場合、申請受付システムでユーザ ID及びパスワードを再設定要求することはで

きません。ホームページにある「ユーザＩＤ及びパスワード再発行申請書」に必要事項を入力・実印を

押印のうえ、申請書と印鑑証明書及び返信用封筒（切手を貼付したもの）を同封し、朝倉市契約検査課

まで郵送してください。返信用封筒に、再発行したユーザＩＤ及びパスワードを書いたものを同封し、

返送いたします。 

送付先 〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺 232-1 契約検査課 宛 

※市内業者のみ※ 
契約検査課に事前に電話連絡のうえ、入力押印した申請書持参で代表者本人が来られた場合は、その場

でユーザ ID及びパスワードを再発行し、お渡しします。 

 

①  

③  

（例）パスワードを忘れた。 

②  

A 

B 
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登録完了のメッセージが表示されます。 

入力したメールアドレス宛に「パスワード再設定通知」のメールが送付されます。 

④「戻る」ボタンをクリックして、ログイン画面に戻ります。 

 

 

 

パスワードを忘れた場合、メールに記載されているパスワード再設定用の URL にアクセスします。 

⑤画面に表示されているパスワードポリシーに従って、「新パスワード、新パスワード（確認）」を 

入力し、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

登録完了のメッセージが表示されます。 

⑥「ログイン画面」ボタンをクリックして、ログイン画面に戻ります。 

再設定したパスワードを使用してログインしてください。 

  

以下の内容がメールで通知されます。 

・ユーザ ID 

・パスワード再設定用の URL（パスワードを忘れた場合） 

④  

⑤  

⑥  
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３．申請内容の登録 

 

申請内容の登録方法を説明します。 

 

３．１．申請情報の入力 

３．１．１．新規申請の入力 

 

初めてシステムを用いて申請を行う場合は、新規申請を行います。 

① 申請受付システムメインページの「申請年度」を選択し、「新規申請」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

② 基本情報を入力します。 

 

  
 

入力項目名称 入力条件等 

申請年度 

新規申請登録（物品・役務）と表示されていることを確認してください。 

（建設工事）や（建設コンサル）となっている場合は、異なる種別のユーザでログイン又は

登録されていますので、再度確認の上ログインしてください。 

令和７・８年度が選択されていることを確認してください。 

①  

マークは必須 

項目を表します。 
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業者基本情報 

 

入力項目名称 入力条件等 

業者登録区分 
【単独企業】※通常はこちらを選択：単独で申請する業者 

【経常ＪＶ】 ※通常は登録できません。 

経常ＪＶを結成し、登録を申請する場合 

法人/個人区分 申請者が、法人か個人（個人事業主）か選択 

申請年月日 

電子申請を行う日を入力。 

右側のカレンダーマークをクリックすると日付が選択できます。 

※申請書提出時に、「提出日」に自動的に更新されます。 

商号又は名称 

登記上の商号又は名称を入力してください。ユーザ登録の際入力したデータ

が表示されます。 ◇外字について 

※株式会社、有限会社など省略せず、登記簿通りに入力 

商号又は名称 

(カナ) 

登記上の商号又は名称を全角カタカナで入力してください。 

※カナ検索に利用するため、カブシキガイシャ、ユウゲンガイシャ等は入力

不可 例：株式会社朝倉市役所のカナ入力→アサクラシヤクショのみ入力 

代表者役職名 
契約時に使用される代表者役職名を入力してください。 

個人事業主の場合は、「代表」と入力してください。 

代表者氏名 
登記上の代表者氏名を全角で入力してください。姓と名の間は一字空けてく

ださい。 ◇外字について 

代表者氏名（カナ） 
登記上の代表者氏名を全角カタカナで入力してください。姓と名の間は一字

空けてください。 

◇外字について 申請内容の漢字項目が、JIS 第一及び第二水準の範囲外(いわゆる外字)で入力で

きない場合は、常用漢字に置き換えて入力を行い、下方の「備考」の枠に 商号：

高(はしごだか)橋 や 代表者氏名：山崎(たつさき) 等入力してください。 
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業者基本情報（つづき） 
 

 
 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

本社(店)郵便番号 

本社(店)の郵便番号を入力してください。 

実際に営業している住所(主たる営業所)と登記上の住所が異なるとき

は、主たる営業所の郵便番号を入力後、右側の虫眼鏡マークをクリック

すると、入力した郵便番号に該当する住所が表示されますので、該当す

る住所の「選択」ボタンをクリックしてください。 

本社(店)所在地 

登記簿通りに入力してください。(正：一丁目２番３号、誤：１－２－３) 

実際に営業している住所(主たる営業所)と登記上の住所が異なるとき

は、主たる営業所の住所を入力し、下の備考の枠に登記住所：〇〇を

入力してください。 

本社(店)所在地(カナ) 
登記上の所在地を全角カタカナで入力してください。 

実際に営業している住所(主たる営業所)と登記上の住所が異なるとき

は、主たる営業所の住所(フリガナ)を入力してください。 

本社(店)電話番号 
本社(店)の営業担当者の電話番号を入力してください。 

※委任先を設定しない場合、こちらの番号が入札(見積合わせ)等に関

する連絡先となります。 

本社(店)ＦＡＸ番号 
本社(店)の営業担当者の FAX 番号を入力してください。 

※委任先を設定しない場合、こちらの番号が入札(見積合わせ)等に関

する連絡先となります。 

本社(店)メールアドレス 
本社(店)の営業担当者のメールアドレスを入力してください。 

※委任先を設定しない場合、こちらのメールアドレスが入札(見積合わ

せ)等に関する連絡先となります。 

備考 
実際に営業している住所(主たる営業所)と登記上の住所が異なるとき

は、この枠に登記上の住所を入力してください。その他商号や代表者氏

名の外字の説明もこの枠に入力してください。 
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業者基本情報（つづき） 

 

 
 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

電子入札システム利用

者登録用ユーザＩＤ 

及び 

登録用パスワード 

電子入札システムの利用者登録用ユーザＩＤ及びパスワードを入力 

今後、電子入札に参加する際に必要な利用者登録を行うためのユーザ

ＩＤ及びパスワードを設定できます。申請が受理された段階で、業者番号

も割り振られます。新規申請者の利用者登録が受付可能となった段階

で、ホームページにて案内しますので、「電子入札システム」から利用者

登録してください。 

 

ユーザ ID  ：半角英数字を混ぜて 2 文字以上 20 文字以内で入力 

パスワード  ：半角英数字を混ぜて 6 文字以上 20 文字以内で入力 

 

※今後電子入札による入札執行を拡大していく予定です。ただし、電子

入札の利用者登録の有無は、入札参加機会に影響しません。  ま

た、登録することが、入札参加または指名を保証するものではないこ

とを、ご理解の上、利用者登録をお願いします。 

前２か年間の製造・販

売等の平均実績高 

直前２か年間の製造・販売等における、年間平均実績高(千円)を入力し

てください。 

実績がない場合は「0（ゼロ）」を入力してください。 

自己資本額 

【法人】申請日の直前事業年度の貸借対照表から「純資産の合計」を千

円単位(千円未満は切捨て)で入力してください。 

 

【個人】申請日の直前事業年度の貸借対照表の「事業主借勘定」「元入

金」と「青色申告特別控除前の所得金額」の合計額から、「事業

主貸勘定」を差し引いた額を千円単位(千円未満は切捨て)で入

力してください。 

営業年数 
創業（年月日）から申請日までの営業又は事業年数を入力してくださ

い。 
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業者基本情報（つづき） 
 

 
 

入力項目名称 入力条件等 

営業年数等-創業年月

日 

【法人】登記上の「会社成立の年月日」を入力してください。 

 

【個人】創業年月日を入力してください。 (入力例：1980/01/01) 

右側のカレンダーマークをクリックすると、入力補助としてカレン

ダーが表示されます。カレンダーの日付をクリックすると入力欄

に選択した日付が表示されます。 

営業年数等-休業（転廃

業）期間（開始） 

創業年月日から審査基準日までに休業又は転(廃)業した場合、その開始

時期を入力してください。 (入力例：1980/01/01) 

また、右側のカレンダーマークをクリックすると、入力補助としてカレンダ

ーが表示され、日付をクリックすると入力欄に選択した日付が表示されま

す。 

営業年数等-休業（転廃

業）期間（終了） 

創業年月日から審査基準日までに休業又は転(廃)業した場合、その終了

時期を入力してください。 (入力例：1980/01/01) 

また、右側のカレンダーマークをクリックすると、入力補助としてカレンダ

ーが表示され、日付をクリックすると入力欄に選択した日付が表示されま

す。 

営業年数等-現組織へ

の変更 
合併等により組織が変わった場合、その変更年月日を入力してくださ

い。 

常勤職員の人数 会社に常勤している職員の数を入力してください。 

特約店 
特約店契約があれば入力してください。複数ある場合は、一文字空けて

続けて入力してください。 

代理店 
代理店契約があれば入力してください。複数ある場合は、一文字空けて

続けて入力してください。 
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申請担当者情報 
 

 
 

入力項目名称 入力条件等 

担当者氏名 申請担当者の氏名を入力(姓と名の間は１文字あけて入力) 

担当者氏名(フリガナ) 
申請担当者の氏名を全角カタカナで入力(姓と名の間は１文字あけて入

力) 

担当者電話番号 

申請担当者の電話番号を入力 

※この電話番号に申請内容を照会する場合がありますので、日中に連

絡がとれる番号を入力 

担当者電話番号（内線） 申請担当者の電話番号に内線がある場合は入力 

担当者 FAX 番号 申請担当者の FAX 番号を入力（FAX 番号がない場合は、入力不要） 

担当者メールアドレス 

申請担当者が、常に受信可能なメールアドレスを入力 

自動的にユーザ登録時に入力したメールアドレスが入っています。 

 

行政書士による代理申請の場合は、行政書士のメールアドレスを入力 

行政書士の情報は、下の欄の「行政書士情報」に入力すること。 

 
※メールアドレスは会社又は部署等の代表アドレスでも、個人アドレス
のどちらでも構いませんが、常に確認できるアドレスを入力してくださ
い。 

※担当者の退職等で、メールの内容が確認不能となると、様々な変更
手続きに相当な時間を要しますので、ご留意ください。（担当者が変更
した場合は、変更申請より変更の手続きを行ってください。） 

※入力されたメールアドレスに、入札参加資格の申請受付・受理メール
や申請内容に修正が必要な場合の不受理メールが送信されますの
で、入力間違いがないようにご注意ください。 

※システムから送信されるメールを受信できるよう、ご利用のメールソフ
ト等の設定を確認してください。 
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行政書士情報 ←行政書士に代理申請を依頼しない場合は入力不要 

 

 
 

入力項目名称 入力条件等 

申請代理人郵便番号 

担当する行政書士の所属する事務所郵便番号を入力 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に該

当する住所が表示されますので、該当する住所の「選択」ボタンをクリッ

ク 

申請代理人所在地 
担当する行政書士の所属する事務所所在地を入力 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須 

申請代理人氏名 
担当する行政書士の氏名を入力(姓と名の間は１文字あけて入力) 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須 

申請代理人電話番号 

担当する行政書士の電話番号を入力 

※この電話番号に申請内容を照会する場合がありますので、日中に連

絡がとれる番号を入力 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須 

 

※申請代理人である行政書士のメールアドレスは、上の「申請担当者情報」の「担当者メールアド

レス」に入力してください。 

「担当者メールアドレス」には、ユーザ登録の際入力したメールアドレスが自動的に表示されま

す。 

 

担当者メールアドレス 

申請代理人が、常に受信可能なメールアドレスを入力 

※入力されたメールアドレスに、入札参加資格の申請書受付・受理メー

ルや申請内容に修正が必要な場合の不受理メールが送信されます

ので、入力間違いがないようにご注意ください。 

※システムから送信されるメールを受信できるよう、ご利用のメールソフ

ト等の設定を確認してください。 

行政書士による代理申請の場合 

 

①委任状（任意様式：委任者の実印が押さ

れたもの）を添付ファイルの「容量オー

バーの分割ファイル添付」に添付 

例：00012345 行政書士委任状.pdf 
②行政書士情報（①と一致）を入力 

③担当者メールアドレスは、行政書士のメ

ールアドレスを入力 
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暴力団排除に係る役員名簿 【全業者必須入力項目】 

法人の場合、最初に１名入力後、 一度下方にある 登録 をクリックし、それまでの入力

状態を保存しておいてください。その後、監査役を含む役員の入力数が多い場合は、何名か入

力ごとに 登録 をクリックすることをお勧めします。 

 
 

 
■１名以上必須入力■入力されたデータは、誓約書兼照会承諾書に基づき福岡県朝倉警察署に

照会します。 

個人：代表者のみ入力 

法人：登記事項証明書に登載されている監査役を含むすべての役員を入力 

 

入力項目名称 入力条件等 

役職名 

役員の役職名を入力 （代表取締役・取締役・監査役など） 

※登記事項証明書に記載の役職名に加えて、会長や社長、執行役員などがつ

く場合は、そこまで含めて入力してください。 

氏名 

役員氏名を入力してください。(姓と名の間は１文字あけて入力) 

※登記事項証明書の氏名にカッコ書きで記載がある場合は、それぞれの氏名

で２名分として入力してください。 

例：朝倉（甘木） 太郎 →朝倉 太郎と甘木 太郎の 2 名として入力 

※氏名が外字等により入力できない場合は、外字を常用漢字で入力してくださ

い。外字に関するカッコ書きでの説明は不要です。 

氏名（カナ） 役員氏名を全角カタカナで入力してください。(姓と名の間は１文字あけて入力) 

生年月日 

役員の生年月日 (例：1980/01/01)を入力してください。 

また、右側のカレンダーマークをクリックすると、入力補助としてカレンダーが表

示されます。 

性別 クリックするとタブが開きますので、性別を選択してください。 

 ここをクリックすると、下の画面が開きます。 

追加入力する場合 

入力明細の追加をクリック 

 

不要なデータを削除する場合 

削除をクリック 
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営業所情報 

 
 

 

 
 

以下の（１）又は（２）に該当する場合は、営業所情報を必ず入力してください。 
（１）本社（店）から支店又は営業所に委任する場合（社内の部署に委任する場合も含む）  

→委任先営業所を入力 

    

（２）委任無し※次の地域区分１で①から③に該当する場合 
①【市内業者】  本社が朝倉市外にある  → 市内の営業所を入力 

②【県内業者】  本社が福岡県外にある  → 福岡県内の営業所を入力 

※委任先が県外である場合で、県内に営業所を有する場合は、その営業所を No.２に追加入力  

例：東京に本社がある業者で、地域区分１は【県内業者】 

（１）本社から大阪支社に委任 → No.1に大阪支社を入力 

（２）福岡市に福岡支社あり  → No.2に福岡支社を入力 

→福岡支社の入力が無い場合、【県外業者】となります。 

 

入力項目名称 入力条件等 

申請事業所【入力必須】 

営業所名、支店名等を入力してください。(例：朝倉支店) 

※「株式会社」等の法人の種類及び会社名は入力不要です。 

※受任者が営業所の代表者でなく、本社の○○営業部長等の場合

は、「○○営業部」と入力し、提出書類の「委任状」と内容を一致さ

せること 

申請事業所代表者役職 

【入力必須】 

営業所の代表者の役職名を入力してください。（例：所長、支店長） 

※委任をする場合、委任状の役職名と合わせてください。社内の部署

の場合は受任者の役職名を入力してください。 

申請事業所代表者氏名 

【入力必須】 

営業所の代表者氏名を入力してください。 

(姓と名の間は１文字あけて入力)  

※委任をする場合、委任状の代表者名と合わせてください。 

申請事業所代表者氏名 

（カナ） 

営業所の代表者氏名を全角カナで入力してください。 

（姓と名の間は１文字あけて入力） 

 

 ここをクリックすると、下の画面が開きます。 

追加入力する場合 

入力明細の追加をクリック 

 

不要なデータを削除する場合 

削除をクリック 
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営業所情報（つづき） 

 

 

 
 

 

入力項目名称 入力条件等 

申請事業所郵便番号 

【入力必須】 

営業所の郵便番号を入力してください。 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に該

当する住所が表示されますので、該当する住所の「選択」ボタンをクリ

ックしてください。 

申請事業所所在地 

【入力必須】 

営業所の所在地を入力してください。 

※委任する場合、委任状の営業所所在地と合わせてください。 

申請事業所電話番号 

【入力必須】 

営業所の営業担当者の電話番号を入力してください。 

※委任する場合、こちらの番号が入札(見積合わせ)等に関する連絡

先となります。 

申請事業所 FAX 番号 

営業所の営業担当者の FAX 番号を入力してください。 

※委任する場合、こちらの番号が入札(見積合わせ)等に関する連絡

先となります。 

申請事業所メールアドレ

ス 

営業所のメールアドレスを入力してください。 

※メールアドレスは常に確認が取れるのであれば、会社又は部署等

の代表アドレスでも、個人に割り振られたアドレスのどちらでも構い

ません。 

※委任する場合、このメールアドレスが入札(見積合わせ)等に関する

連絡先となります。 

申請事業所営業区域 営業所の営業区域を入力してください。 
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基本情報の入力が完了し、登録をクリックすると 
 

 
 
  

 

 
 

 

※ 登録 が完了するまで、個別情報 と 添付ファイル は入力できません。 

 

※黄色のチェックマークの全部及び「暴力団排除に係る役員名簿」に最低 1

名以上入力がされていない場合は、登録 をクリックしてもエラーメッセ

ージが表示され、登録できません。 

 

 

 

入力ミスや入力漏れがなければ、以下

のメッセージが表示され、個別情報 

と 添付ファイル が入力可能とな

ります。 
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３．１．２．入力内容の一時保存 
 

登録ボタンを押す前に一時中断したい場合等は、入力途中の情報を一時保存しておくことができます。

①「一時ファイル保存」ボタンをクリックします。 

③ 所定の場所にダウンロードされます。 

 

 
 
 
 
 

３．１．３．一時保存した入力内容の読込 

「新規申請」ボタンより新規申請画面を開きます。 

①「一時ファイル読込」ボタンをクリックします。 

②一時保存した json ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。 

 

②  

①  

②  

①  

 

 

「一時保存.json」を任意のフォルダに

保存します。 

※保存するファイル名は、わかりやす

いものに変えてください。 
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３．１．４．個別情報の入力 

個別情報 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

登録先市町村名を確認後、希

望有無をチェックし、登録

をクリック 
 

登録が完了すると、

個別情報が入力でき

るようになります。 
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個別情報（つづき） 

 

 
 

入力項目名称 入力条件等 

業者番号 
（不明な場合は 0 を 9 個入力） 

業者番号を入力してください。新規申請の場合は、 

半角数字０（ゼロ）を９桁入力 

委任先営業所  
 

基本情報の営業所情報で登録した営業所がプルダウンに表示されま

すので、入札・契約に関する権限を委任する営業所を指定する場合

は、該当する営業所を選択します。 

画面での説明のとおり、委任先の委任状について不備のないようにご

注意ください。 

※委任先を設定しない場合は、選択不要です。 

地域区分 1  
地域区分１の分類は、選択フロ

ー図を参照してください。 

【地域区分１】選択フロー図を参照し、地域区分１をプルダウンで選択

してください。市内、県内、県外・その他の３択です。 

地域区分 2 
（市内業者のみ選択） 

地域区分１で市内を選択した業者のみ、プルダウンで市内の地域を選

択してください 
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個別情報（つづき） 

その他の具体的な内容は、最後に入力してください。 

 
 

※最初に一番下までスクロールし、画面の下の方に

ある■資格情報選択から入力してください。 
■資格情報選択 

 

 

 
 

 

 

このボタンは押さ

ないでください。 

物品 または 役務の 

希望分類の入力をクリック 

希望業種の 大分類の 

希望順位・中分類/小分類入力をクリック 

希望業種の 中分類の 

希望有無  ・実績有無

をクリック 

その他を選択したときは、登録後、 

画面の上にあるその他の具体的な内容 

を忘れずに入力してください。 

※希望業種の その他 を選択・登録した場合のみ入力してください。 
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個別情報（つづき） 

■資格情報選択 

 
 

 

 
 

 

 

登録状況が『有』になりま

す。続けて他の希望業種を

登録してください。 
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個別情報（つづき） 

■資格情報選択 

入力項目名称 入力条件等 

資格区分 

物品または役務を選択し、 希望分類の入力 をクリック 

 

希望業種の 大分類の希望順位・中分類/小分類入力 をクリック 

 

希望業種の 中分類の希望有無 ・実績有無をチェック 

 

※【新分類表】物品新旧対照表および【新分類表】役務新旧対照表を

確認し、該当希望業種を選択してください。 

希望有無 

入札参加を希望する場合のみ、 希望有無 にチェックし、続けて 

 実績有無 をチェックしてください。 

※希望業種の その他 を登録した場合は、その他の具体的な内容

を必ず入力してください。 

実績有無 
各希望業種について、直近２年間に実績があればチェックしてくださ

い。 
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個別情報（つづき） 

その他の具体的な内容 

※希望業種のその他を選択・登録した場合のみ入力してください。登録がない場合は、こ

こに入力があっても希望業種のその他として登録されません。 

 

 

 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

その他の具体的な内容 

１～５ 希望業種 

物品・役務の希望業種のうち、その他 を希望する場合は、プルダウ

ンで対象希望業種のその他を選択してください。 

※先に該当希望業種のその他の登録を行ってください。 

例：物品-衣服・その他繊維製品類のその他 

   役務-公告・宣伝のその他 

その他の具体的な内容 

１～５ 詳細 

上で選択した対象希望業種のその他 について、具体的な内容を記

載してください。 

 

各希望業種の その他 が表示

されますので、クリックで選

択してください。 
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個別情報（つづき） 
 

 
 

 

 
 

 

 

入力漏れがなければ、以下のメッセ

ージが表示されます。 

※この入力段階では、整合性はシス

テム側でチェックされません。 
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３．１．５．添付ファイルの登録  

添付ファイル 

 
 

※提出要領及び提出書類チェックリストを確認し、該当する書類を添付してください。 

 

提出要領で指定した提出書類のファイル形式は、ＰＤＦ形式です。 

ＰＤＦ形式での提出が困難な場合は、エクセル形式でも添付可能です。 

 

 

 

 
 

 

 

添付するファイルには、頭に必ず「受付番号（０００から始まる半角

数字８桁）」がついた名前を付けてください。 
 

 

例：受付番号 00012345 の業者の添付ファイルは、 

00012345使用印鑑届兼委任状.pdf、00012345印鑑証明書.pdf、 

00012345営業経歴書（直近２年分）.pdf 等 
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添付ファイル（つづき） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

①添付するファイル

の「クリップマーク」を

クリックする 

②添付するファイルを選択し、 

開く をクリックする 

③アップロードされた添付するフ

ァイルを確認し、登録  をクリック

する 
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添付ファイル（つづき） 

 

 
 

 

 

 
 

 

       中略 

 

 

 

登録が完了すると、画面の一番下の

アップロード済みファイル一覧にア

ップロードしたファイルが表示され

ます。 

中身の確認は、ダウンロード、削除

する場合は、ファイル削除  を選択

してください。 

00012345③使用印鑑届兼委任状.pdf 
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添付ファイル（つづき） 

 

５ＭＢ以上（容量オーバー）のファイルをアップロードする場合 

 

 
 

 

 

分割したファイルに関する注意 

①分割したファイルをアップロードする際は、分割元ファイルも含め連番を必ず付けてく

ださい。 

00012345 営業経歴書その２.pdf 

受付番号+提出書類ファイル名＋連番（その１・その２、１・２、１-２・２-２等） 

 

②商業登記簿謄本が容量オーバーする場合は、最初と最後のページを PDF 形式で添付し、商

業登記簿謄本の全ての写しを郵送してください。郵送の際は、封筒宛名に受付番号がわか

るように記載してください。 

例：00012345 商業登記簿謄本（物品・役務） 

 

 

 

 
       

 

中略 
 

 

 

アップロード可能なファイル容量は５MB です。

容量をオーバーする場合は、ファイルを分割し、

分割した残りのファイルを「容量オーバーの分

割ファイル添付１～５」に添付してアップロードし

てください。 

00012345営業経歴書その２pdf 

00012345営業経歴書その２pdf 
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３．２．申請書の提出 

申請内容の登録が完了したら、申請書の提出を行います。 

①申請書提出（確認）」ボタンをクリックします。 

 

 

 

入力内容に不足・誤りがある場合はエラーメッセージが表示されます。 

②「戻る」ボタンをクリックし、エラーの項目を修正してください。 

 

②  

入力内容に不足・誤りがある場合はエラーメッセージが表示されます。 

①  
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エラーメッセージの表示がない場合は入力内容を確認してください。 

③「画面印刷」ボタンをクリックします。 

 

 

 

④「印刷」ボタンをクリックし、お手持ちのプリンターで印刷をしてください。 

 

 

  

 

③ 

④ 

申請書を提出する前に必ず実施してください。 

申請書を提出する前に必ず実施してください。 

印刷をクリックし、入力内容を印刷 

※提出前には必ず印刷してください。 

提出後の不備修正や変更申請の際、受

付番号がわからないや、入力した内容

が確認できないという事案が多数あ

ります。 

 

印刷終了後は、戻るをクリック 
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⑤「提出」ボタンをクリックします。 

 

 

登録完了のメッセージが表示されます。 

 

 

  

 

システムでの提出は以上で終了です。 

引き続き申請先団体の方で審査が行われます。差戻し等連絡があった場合は、その内容に

従って対応してください。提出処理後、申請担当者のメールアドレス宛に「提出完了通知」

を送信します。３０分経過してもメールが届かない場合は、メールアドレスを間違って登

録されている可能性があります。登録したメールアドレスを確認して、修正してください。 

⑤ 
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３．３．申請内容の修正 

 

一度登録しているが、まだ提出を行っていない申請内容や、申請先団体から差戻されて申請内容の訂正

を行う場合は、申請書修正を行います。 

①申請受付システムメインページの「申請年度」を選択し、「申請書修正」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

新規申請登録（物品・役務）が表示されます。 

３．１及び３．２と同様の手順で申請内容の修正を行います。 

 

 
 

 

 

 

① 



 

39 

申請書修正が行えるのは申請先団体による審査が行われる前までです。 

（処理状況が「入力中（業者）」、「申請書提出済」又は「差戻し」の場合のみ） 

 

 
 

 

 

現在の処理状況については、「申請内容確認」ボタンから確認できます。 

 

 
  

以下の処理状況の場合は、 

「申請書修正」が実行できません。 

・（一次）審査中 

・受理 

現在の処理状況が表示されます。 
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３．４．申請内容の確認 

 

①申請受付システムメインページの「申請年度」を選択し「申請内容確認」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

申請内容を確認します。 

②個別情報を確認する場合は、申請登録画面の「個別情報」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

  

①  

 

② 

各入力ブロックへのリンクボタンをクリックすると、該当の入力ブロックを画面の 

先頭に表示します。 
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③「個別情報」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

④登録状況が「有」となっている「希望分類の入力」をクリックします。 

 

 
 

 

  

③ 

④ 
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⑤登録状況が「有」となっている「希望順位・中分類/小分類入力」をクリックします。 

 

 
 

 

 

 

⑥申請請した品目の中分類及び小分類を確認します。 

⑦各個別情報登録画面の「戻る」ボタンをクリックすると前の画面に戻ることができます。 

 

 
 

 

  

⑤ 

⑦ 
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⑧添付ファイルを確認する場合は、申請登録画面の「添付ファイル」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

 

⑨添付ファイルを確認します。 

 

 

  

アップロード済みの添付ファイルを表示します。 

 

⑧ 
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⑩「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

⑪確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。 

⑫「保存(S)」ボタンをクリックします。 

⑬確認後は、「戻る」ボタンをクリックして前画面に戻ります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 

⑬ 

⑪ 

⑫ 
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３．５．変更申請  

 

一度申請した内容が受理された後、該当の入札参加資格年度内に申請内容の変更が発生した場合は、変

更申請を行います。 

①申請受付システムメインページの「申請年度」を選択し、「変更申請」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

 

３．１．及び３．２．と同様の手順で変更内容の入力および申請書の提出を行います。 

 

 
  

① 

変更申請の詳細は、別途

「変更申請用マニュアル」

を確認してください。 
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４．審査結果の確認及びその後の操作  

 

申請内容の、受理／不受理の審査結果の確認方法、および申請内容の修正方法を説明します。 

 

４．１．審査結果が受理の場合（申請内容に不備が無かった場合）  

 

登録した申請担当者のメールアドレス宛に、「申請受理通知」のメールが送付されます。 

申請先団体にて引き続き資格審査が行われますので、連絡をお待ちください。 

申請した内容はシステムで参照することができます。 

①申請受付システムメインページの「申請年度」を選択し「申請内容確認」ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

②処理状況が「受理」に変更されています。 

 

  

  

①  
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４．２．審査結果が不受理の場合（申請内容に不備が有った場合） 

 

登録した申請担当者のメールアドレス宛に、「申請不受理通知」のメールが送付されます。 

メールには不受理の理由が記載されていますので、内容を確認してください。 

訂正依頼など指示事項が記載されている場合は、その内容に従ってください。 

システムでの確認、修正は次のように行います。 

①申請受付システムメインページの「申請年度」を選択し「申請書修正」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

処理状況に「差戻し」と表示されています。 

３．１．及び３．２．と同様の手順で申請内容の入力および申請書の提出を行います。 

 

  

 

①  


